
◆問題の背景
育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月

に改正が行われたのに続き、今後も性別を問わず、育児
休業を取得しやすくするための改正が予定されています。

一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業
員が育児休業を取得した場合の業務の代替をどうするか
など問題が残されています。とは言え、育児休業の取得
は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはで
きません。従業員が育児休業を取得している間の業務の
代替に関しては、早急に検討する必要があると考えられ
ます。

◆体制整備について
従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、

大きく2つのポイントが考えられます。①取得のパター
ンごとに留意すべき点があること。②どのパターンで取
得しても困らない体制づくりを目指すこと。令和4年4
月及び10月の改正によって、育児休業を取得するパ
ターンが多様化しています。それぞれのパターンでの取
得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙
げてみます。

（ア） 連続した日数を⾧期間取得する場合
子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得する

ケースなどがあたります。休業が⾧期間となる場合には、
1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い段階で
の業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が⾧時間労働
になり不満やストレスが溜まらないよう、可能な限り複
数人数で分担することなどが望ましい対応と考えられま
す。
（イ） 短期間や分割で取得する場合

令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業
制度の創設」など、男性が育児休業を取得しやすくする
ための改正が、数多く行われました。このことにより、
男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回
に分けて取得したりするケースが増えています。この
ケースでの注意点は、出生時育児休業を取得しようとす
る従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出れ
ばよいことになっているため、業務の引き継ぎが必要な
場合には、引き継ぎを短期間で行わなければなりません。
このような事態を避けるため、事前に制度についての個
別周知を行い、早めに本人の意向を確認する必要があり
ます。
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いつもお世話になっております。

暦では夏の終わりと申しながら、まだまだ暑い日がつづきますね。
夏の疲れが出てくる頃です。
体調管理には充分気をつけてお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。



2024年9月の税務

宅地と隣接する駐車場の評価単位

9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日
●7月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方
消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住
民税＞

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間
短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確
定申告＜消費税・地方消費税＞
●1月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方
消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分）
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月
決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費
税＞
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算
法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
（5月決算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税
＞

相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません。
 評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決める基本ルールは、次のものとなり
ます。

◆土地は地目ごとに区分される
 土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に区分されます。「宅地」は、建物
の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地とされます。「雑種地」は、どの地目にも属さない土地
とされ、駐車場の敷地は「雑種地」となります。
 土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土地が２以上の地目からなる場合、
そのうち主たる地目からなるものとして評価します。

◆宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する
 宅地は利用の単位となる１区画の宅地（１画地の宅地といいます）ごとに評価します。
 同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは自宅の維持・効用を果たすために
必要なものとして、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
 マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、敷地全体を「宅地」として自用地
評価します。
 商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」として自用地評価します。

◆土地の評価に他人の権利が及ぶ場合
 土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。
 賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地として評価します。
 賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの住人だけが使用する場合、建物と
駐車場の土地は一体利用されているので一画地の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。

◆月極駐車場を経営する場合は自用地評価
 土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為とされ、賃貸借契約とは本質的に
異なる契約関係となります。この場合、土地評価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。
 なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業者の権利が土地に及びますので減
価されます。



◆令和6年10月より社会保険適用拡大
 社会保険の適用拡大とは短時間労働者の社会保険の加入対象を拡大する制度改正です。今まで2度制度拡大され最
初は被保険者500名以上企業、2度目は100名を超える企業に、そして令和6年10月に50名を超える企業に適用され
ます。適用基準は
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が8.8万円以上
・昼間学生でないこと
・雇用期間が2か月以内に限られていないこと

◆適用拡大を望まない人もいる
 対象者となった方の中には社会保険の加入を嫌う短時間労働者もいます。配偶者の扶養に入り保険料を払わずに適
用を受けている3号被保険者に該当する場合です。自ら社会保険に加入すると健康保険料と厚生年金保険料を負担す
ることになるので手取りは減るでしょう。
 また、配偶者（夫）の会社の配偶者手当の条件が扶養に入っていることとなっていると、配偶者の給与から手当が
外される場合もあります。つまり世帯年収が減少します。こうした状況を不利益として加入を避けようとする動きが
あります。

◆転職か労働時間の短縮か
 新たに社会保険に加入することを避ける方法は加入者の少ない事業所に転職するか、今の会社に相談して1週間の
所定労働時間を20時間未満とすることですが、そのために転職して不慣れな職場に就いて慣れるようにするのか、ま
た、現在の労働時間を週20時間未満にすれば雇用保険からは抜け、今まで払ってきた雇用保険料は無駄になりますし
退職しても雇用保険は受け取れません。現在、社会保険適用拡大は今後も従業員数に関係なく進める案が検討されて
います。

◆メリットもあり
 加入により国民年金だけよりも将来受け取る年金額が増えることは明らかです。健康保険も傷病手当金や出産手当
金も受けられます。会社は対象となる方には個別説明が必要です。負担する保険料額や配偶者の給与が変化する点も
説明が必要でしょう。

 キャリアアップ助成金の年収の壁対策「社会保険適用時処遇改善コース」の利用等も検討してみてはいかかで

しょう

社会保険適用拡大回避について


